１　令和８年度介護報酬改定について
　 令和８年度介護報酬改定の主な改正点は以下のとおりです。
【主な改正点】

１ 介護職員等処遇改善加算の拡充

· 処遇改善加算の対象について、介護職員のみから介護従事者に拡大（加算率の引上げ）
· 生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分の追加（加算Ⅰ・Ⅱの加算率の上乗せ）
· 対象外だった訪問看護、訪問リハ、居宅介護支援等に処遇改善加算を新設
２ 基準費用額（食費）の見直し

　・ 令和8年8月より、基準費用額（食費）を100円/日引上げ

　令和８年度の介護報酬改定に関する情報は、下記ページに掲載されています。
   令和８年度介護報酬改定について｜厚生労働省

  なお、主な改定事項については、下記リンクもご覧ください。

   令和８年度介護報酬改定の概要
　　　　　　　　　　　　　　　　　担当 　福祉部高齢者福祉課　施設・事業者指導担当
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　０４８－８３０－３２５４
２　介護職員等処遇改善加算について
　令和８年度介護報酬改定では、介護職員のみならず、介護従事者を対象に、幅広く月1.0万円（3.3％）の賃上げを実施する措置を実施するとともに、生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員を対象に、月0.7万円（2.4％）の上乗せ措置が実施されます。
　生産性向上や協働化については、令和８年度特例要件として、以下のア～ウのいずれかを満たす必要があります。
ア）ケアプランデータ連携システムに加入（＊）＋実績報告（訪問、通所サービス等）
イ）生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡの取得（＊）＋実績報告（施設サービス等）
ウ）社会福祉連携推進法人に所属していること
（＊）事務負担への配慮措置として、加算の申請時点では、利用又は取得の誓約で算定可能です。

（１）提出書類・様式
　介護職員等処遇改善加算の各種申請（令和8年度） - 埼玉県に提出書類・様式を掲載していますので、ダウンロードしてください。
　(２)　提出先

　指定権者ごとの事業者が所在する区域を管轄する窓口に提出
　　○さいたま市・川越市・越谷市・川口市・和光市所在の事業所
                                                …　それぞれの市の窓口
　　○戸田市・蕨市所在の事業所
                            　…　県高齢者福祉課の施設・事業者指導担当
　　〇上記以外              　…　県福祉事務所の介護保険・施設整備担当
　（３）提出期限
　　令和８年度の提出期限については、上記リンクからご確認ください。
　　①体制届
　　　居宅系サービス　　　　　　　　…算定を開始する月の前月１５日まで
　　　施設系サービス（短期入所、特定施設含む）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　…算定を開始する当月の１日まで

　　②計画書
　　　居宅系サービス　　　　　　　　…算定を開始する前々月の末日まで
　　　施設系サービス（短期入所、特定施設含む）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　…算定を開始する前々月の末日まで
３　令和７年度介護職員等処遇改善加算の実績報告について
(１)　提出書類・様式

　「さいたま介護ねっと」に提出書類・様式を掲載していますので、ダウンロードしてください。

○介護職員等処遇改善加算　各種申請（令和７年度）
介護職員等処遇改善加算の各種申請（令和7年度） - 埼玉県
(２)　提出先

　指定権者ごとの計画書を提出した窓口（事業者が所在する区域を管轄する窓
口に提出）
　　○さいたま市・川越市・越谷市・川口市・和光市所在の事業所
                                                …　それぞれの市の窓口
　　○戸田市・蕨市所在の事業所
                            　…　県高齢者福祉課の施設・事業者指導担当
　　〇上記以外              　…　県福祉事務所の介護保険・施設整備担当
(３)　提出期限　　令和８年７月３１日(金)必着

　

(４)　提出方法

　　原則・・・電子メール

　　
４　事業所・施設等での事故に係る対応について

　県内の施設・事業所における事故報告件数は年間３０００件を越え、増加傾向にあります。

　各施設・事業所におかれましては、日頃から危機管理を徹底していただくとともに、個人情報の管理、法令順守の徹底、研修の強化など、事故の未然防止に引き続き御尽力いただきますようお願いします。

　万が一事故が発生してしまった場合は、次の事項に留意し、適切に対応してくださるようお願いします。

【老人福祉施設等危機管理マニュアル】（令和7年4月22日付け一部改正）
　新型コロナウイルス感染症等の５類感染症について、報告の要件を改正しました。改正後のマニュアルについては、下記ホームページに掲載しております。各施設におかれましては、必ずダウンロードの上、全職員に周知していただき、事故防止及び事故発生時の対応に遺漏のないようお願いいたします。
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/kikikanri-jikohoukoku.html
（１） 事故発生時には速やかに御家族等と連絡をとること。連絡の要否を判断する際には、事故の程度を過小評価しないこと。


（２） 事故後、利用者の行動や外見的所見に通常と著しく異なるような状態が認められた場合は速やかに事業所及び施設内の看護師に連絡すること。なお、看護師が勤務時間外の場合は、協力医療機関に連絡するなど適切な対応を行うこと。


（３） 同一利用者において短期間に複数回の事故が発生した場合は、事業所及び施設内で検討会を行い、原因を追究し、事故の再発防止に努めること。


（４） 認知症の症状が認められる利用者にあっては、特に見守り介護に万全を期すこと。


（５） 利用者の介護にあたっては、少なくとも年に１度はケアプランの作成又は見直しを行うこと。事故が発生した場合は、ケアプランの見直しも視野に入れ、当該利用者の以後の介護について検討を行うこと。


（６） 保険者に報告するとともに、「老人福祉施設等危機管理マニュアル」に従い、福祉事務所や保健所等に速やかに報告すること。








